
北海道釧路十勝海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

十海共第
１号

大津漁業協同組合
十勝郡浦幌町及び中川
郡豊頃町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １３８ 度 ５０分 ２，０００メートルの点
点2 基点第２号から １２３ 度 ４０分 ２，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
えぞばかがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦幌町及び豊頃町 なし

十海共第
２号

大樹漁業協同組合 広尾郡大樹町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 大樹町と広尾町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １２３ 度 ４０分 ２，０００メートルの点
点2 基点第２号から １０６ 度 ３０分 ２，０００メートルの点

第一種共同漁業
えぞばかがい漁業
ほっきがい漁業
えむし漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

大樹町 なし

十海共第
３号

広尾漁業協同組合 広尾郡広尾町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域から、基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４及び基
点第４号を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲ま れた区域、並びに点１５、点１６、点１７、点１８
及び点１５を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 大樹町と広尾町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 国土地理院三角点 広尾から４９度２０分 １，０００メートルの点
基点第4号 点１４から  ３０１度３４分１９．２７秒 １，２０７．０３０メートルの点
点1 基点第１号から １０６度３０分 ２，０００．００メートルの点
点2 基点第２号から １０６度３０分 ２，０００．００メートルの点
点3 基点第３号から １３９度２０分 ８５．００メートルの点
点4 点３から ４８度５０分００秒 ２０７．００メートルの点
点5 点４から ３１７度２０分００秒 ６５．００メートルの点
点6 点５から ７１度３０分００秒 ８４０．００メートルの点
点7 点６から ４０度４０分００秒 ７７０．００メートルの点
点8 点７から ３１２度２０分００秒 ５１．５０メートルの点
点9 点８から ４１度５９分５９秒 ２４０．９６メートルの点
点10 点９から ７２度００分００秒 ７８９．００メートルの点
点11 点10から １６度１７分４５秒 ４１１．５５メートルの点
点12 点11から ２５２度００分００秒 １，１１２．００メートルの点
点13 点12から ２２２度００分００秒 ５７６．００メートルの点
点14 点13から ２９８度０８分３６．４８秒 ４３６．４０６メートルの点
点15 点７から １４０度１９分４８秒 １６２．２１メートルの点
点16 点15から １３２度００分００秒 ７５．００メートルの点
点17 点16から ４２度００分００秒 ５４７．００メートルの点
点18 点17から ３１１度５９分５８秒 ７５．００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
すじめ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
えぞばかがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

広尾町 なし

十海共第
４号

大津漁業協同組合
十勝郡浦幌町及び中川
郡豊頃町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １３８ 度 ５０分 １０，０００メートルの点
点2 点３から １２１ 度 ００分 ６，０００メートルの点
点3 基点第２号から １２３ 度 ４０分 ４，０００メートルの点

第一種共同漁業 つぶ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦幌町及び豊頃町

　漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければなら
ない。
  ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキガニ、アブラガニ
及びタコが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。

十海共第
５号

大樹漁業協同組合 広尾郡大樹町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 大樹町と広尾町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １２３ 度 ４０分 ４，０００メートルの点
点2 点１から １２１ 度 ００分 ６，０００メートルの点
点3 点４から １０８ 度 ５０分 ８，０００メートルの点
点4 基点第２号から １０６ 度 ３０分 ２，０００メートルの点

第一種共同漁業 つぶ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

大樹町

　漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければなら
ない。
  ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキガニ、アブラガニ
及びタコが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

十海共第
６号

広尾漁業協同組合 広尾郡広尾町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第３号、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１ １、点１２、点１３、点１４、点１５
及び基点第４号を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区域、並びに点１６、点１７、点１８、
点１９及び点１６を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 大樹町と広尾町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 国土地理院三角点 広尾から４９度２０分 １，０００メートルの点
基点第4号 点１５から  ３０１度３４分１９．２７秒 １，２０７．０３０メートルの点
点1 基点第１号から １０６度３０分 ２，０００．００メートルの点
点2 点１から １０８度５０分 ８，０００．００メートルの点
点3 基点第２号から １０６度３０分 ８，０００．００メートルの点
点4 基点第３号から １３９度２０分 ８５．００メートルの点
点5 点４から ４８度５０分００秒 ２０７．００メートルの点
点6 点５から ３１７度２０分００秒 ６５．００メートルの点
点7 点６から ７１度３０分００秒 ８４０．００メートルの点
点8 点７から ４０度４０分００秒 ７７０．００メートルの点
点9 点８から ３１２度２０分００秒 ５１．５０メートルの点
点10 点９から ４１度５９分５９秒 ２４０．９６メートルの点
点11 点10から ７２度００分００秒 ７８９．００メートルの点
点12 点11から １６度１７分４５秒 ４１１．５５メートルの点
点13 点12から ２５２度００分００秒 １，１１２．００メートルの点
点14 点13から ２２２度００分００秒 ５７６メートルの点
点15 点14から ２９８度０８分３６．４８秒 ４３６．４０６メートルの点
点16 点８から １４０度１９分４８秒 １６２．２１メートルの点
点17 点16から １３２度００分００秒 ７５．００メートルの点
点18 点17から ４２度００分００秒 ５４７．００メートルの点
点19 点18から ３１１度５９分５８秒 ７５．００メートルの点

第一種共同漁業 つぶ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

広尾町

　漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければなら
ない。
  ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキガニ、アブラガニ
及びタコが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。

十海共第
７号

大津漁業協同組合
十勝郡浦幌町及び中川
郡豊頃町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と、最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
基点第1号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １３８ 度 ５０分 ４，０００メートルの点
点2 基点第２号から １２３ 度 ４０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・こまい小型定置網漁業
ます小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
きゅうりうお・こまい・ちか地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
６月１日から８月10日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦幌町及び豊頃町

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法につい
　て次の制限を規定しなければならない。ただし、ます小型定置
　網漁業についてはカラフトマスを除く。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の
　数及び隻数又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度
　を規定しなければならない。

十海共第
８号

大樹漁業協同組合 広尾郡大樹町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 大樹町と広尾町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １２３ 度 ４０分 ４，０００メートルの点
点2 点１と点４を結んだ線と点３から１０８度５０分の線との交点
点3 基点第２号から １０６ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点4 基点第３号から １０６ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・こまい小型定置網漁業
ます小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
きゅうりうお・こまい・ちか地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
６月１日から８月10日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

大樹町

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法につい
　て次の制限を規定しなければならない。ただし、ます小型定置
　網漁業についてはカラフトマスを除く。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の
　数及び隻数又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度
　を規定しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

十海共第
９号

広尾漁業協同組合 広尾郡広尾町地先

次の基点第２号、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第４号、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１ ２、点１３、点１４、点１５、点１６
及び基点第５号を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区域、並びに点１７、点１８、点１９、
点２０及び点１７を順次に結んだ線によって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 大樹町と広尾町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 国土地理院三角点 広尾から４９度２０分 １，０００メートルの点
基点第5号 点１６から  ３０１度３４分１９．２７秒 １，２０７．０３０メートルの点
点1 基点第１号から １２３度４０分 ４，０００メートルの点
点2 基点第２号から １０６度３０分 ２，０００メートルの点
点3 点１と点４を結んだ線と点２から１０８度５０分の線との交点
点4 基点第３号から １０６度３０分 ４，０００メートルの点
点5 基点第４号から １３９度２０分 ８５．００メートルの点
点6 点５から ４８度５０分００秒 ２０７．００メートルの点
点7 点６から ３１７度２０分００秒 ６５．００メートルの点
点8 点７から ７１度３０分００秒 ８４０．００メートルの点
点9 点８から ４０度４０分００秒 ７７０．００メートルの点
点10 点９から ３１２度２０分００秒 ５１．５０メートルの点
点11 点10から ４１度５９分５９秒 ２４０．９６メートルの点
点12 点11から ７２度００分００秒 ７８９．００メートルの点
点13 点12から １６度１７分４５秒 ４１１．５５メートルの点
点14 点13から ２５２度００分００秒 １，１１２．００メートルの点
点15 点14から ２２２度００分００秒 ５７６．００メートルの点
点16 点15から ２９８度０８分３６．４８秒 ４３６．４０６メートルの点
点17 点９から １４０度１９分４８秒 １６２．２１メートルの点
点18 点17から １３２度００分００秒 ７５．００メートルの点
点19 点18から ４２度００分００秒 ５４７．００メートルの点
点20 点19から ３１１度５９分５８秒 ７５．００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・こまい小型定置網漁業
ます小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
きゅうりうお・こまい・ちか地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
６月１日から８月10日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

広尾町

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法につい
　て次の制限を規定しなければならない。ただし、ます小型定置
　網漁業についてはカラフトマスを除く。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の
　数及び隻数又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度
　を規定しなければならない。

十海共第
10号

大津漁業協同組合
十勝郡浦幌町及び中川
郡豊頃町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 大津灯台中心点
（北緯  ４２度４０分１４．２４秒 東経 １４３度３７分４５．１１秒）
基点第3号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 広尾灯台中心点
（北緯  ４２度１７分０７．７１秒 東経 １４３度１９分１４．１２秒）
点1 基点第１号から １３８ 度 ５０分 ４，０００メートルの点
点2 基点第１号から １３８ 度 ５０分 １５，５００メートルの点
点3 基点第２号から １１０ 度 ００分 １５，５００メートルの点
点4 点３と点６を結んだ線と点５から１２１度００分の線との交点
点5 基点第３号から １２３ 度 ４０分 ４，０００メートルの点
点6 基点第４号から ９０ 度 ００分 ２２，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦幌町及び豊頃町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

十海共第
11号

大樹漁業協同組合 広尾郡大樹町地先

次の点２、点３、点４、点５及び点２の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 大津灯台中心点
（北緯  ４２度４０分１４．２４秒 東経 １４３度３７分４５．１１秒）
基点第2号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 大樹町と広尾町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 広尾灯台中心点
（北緯  ４２度１７分０７．７１秒 東経 １４３度１９分１４．１２秒）
基点第5号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １１０ 度 ００分 １５，５００メートルの点
点2 基点第２号から １２３ 度 ４０分 ４，０００メートルの点
点3 点１と点７を結んだ線と点２から１２１度００分の線との交点
点4 点１と点７を結んだ線と点５から１０８度５０分の線との交点
点5 点２と点８を結んだ線と点６から１０８度５０分の線との交点
点6 基点第３号から １０６ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点7 基点第４号から ９０ 度 ００分 ２２，０００メートルの点
点8 基点第５号から １０６ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

大樹町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

十海共第
12号

広尾漁業協同組合 広尾郡広尾町地先

次の点４、点５、点６、点７、点８及び点４の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 大津灯台中心点
（北緯  ４２度４０分１４．２４秒 東経 １４３度３７分４５．１１秒）
基点第2号 豊頃町と大樹町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 大樹町と広尾町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 広尾灯台中心点
（北緯  ４２度１７分０７．７１秒 東経 １４３度１９分１４．１２秒）
基点第5号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １１０ 度 ００分 １５，５００メートルの点
点2 基点第２号から １２３ 度 ４０分 ４，０００メートルの点
点3 基点第３号から １０６ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点4 点２と点８を結んだ線と点３から１０８度５０分の線との交点
点5 点１と点６を結んだ線と点４から１０８度５０分の線との交点
点6 基点第４号から ９０ 度 ００分 ２２，０００メートルの点
点7 基点第５号から １０６ 度 ３０分 １６，０００メートルの点
点8 基点第５号から １０６ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

広尾町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

十海共第
13号

広尾漁業協同組合、大
津漁業協同組合、大樹
漁業協同組合

十勝郡浦幌町、中川郡
豊頃町並びに広尾郡大
樹町及び広尾町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 大津灯台中心点
（北緯  ４２度４０分１４．２４秒 東経 １４３度３７分４５．１１秒）
基点第3号 広尾灯台中心点
（北緯  ４２度１７分０７．７１秒 東経 １４３度１９分１４．１２秒）
基点第4号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １３８ 度 ５０分 １５，５００メートルの点
点2 基点第１号から １３８ 度 ５０分 ３０，０００メートルの点
点3 基点第４号から １０６ 度 ３０分 ３３，０００メートルの点
点4 基点第４号から １０６ 度 ３０分 １６，０００メートルの点
点5 基点第３号から ９０ 度 ００分 ２２，０００メートルの点
点6 基点第２号から １１０ 度 ００分 １５，５００メートルの点

第二種共同漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
たら刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦幌町、豊頃町、大樹町及び広尾
町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

釧海共第
１号

浜中漁業協同組合 厚岸郡浜中町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 根室市と浜中町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１０５８３８．８９４ Ｙ＝６７６７９．９７４ （座標系１３系）
基点第3号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７９ 度 ２６分 １００メートルの点
点2 点１から １８１ 度 ４０分 ７，０００メートルの点
点3 点２と点４を結んだ線と基点第２号から１４７度００分の線との交点
点4 基点第３号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
あさり漁業
おおのがい漁業
おおみぞがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜中町（散布を除く）

　漁業権行使規則には、つぶ漁業の漁業の方法について次の制限
を規定しなければならない。
　ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキ
ガニ、アブラガニ及びタコが採捕された場合には、速やかに海中
に戻さなければならない。

釧海共第
２号

散布漁業協同組合 厚岸郡浜中町地先

次の基点第２号、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 根室市と浜中町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１０５８３８．８９４ Ｙ＝６７６７９．９７４ （座標系１３系）
基点第3号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７９ 度 ２６分 １００メートルの点
点2 点１から １８１ 度 ４０分 ７，０００メートルの点
点3 点２と点４を結んだ線と基点第２号から１４７度００分の線との交点
点4 基点第３号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第一種共同漁業

こんぶ漁業
ふのり漁業
つぶ漁業
うに漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜中町散布

　漁業権行使規則には、つぶ漁業の漁業の方法について次の制限
を規定しなければならない。
　ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキ
ガニ、アブラガニ及びタコが採捕された場合には、速やかに海中
に戻さなければならない。

釧海共第
３号

厚岸漁業協同組合 厚岸郡厚岸町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 厚岸町と釧路町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 尻羽岬東端
基点第4号 大黒島南端
点1 基点第１号から １７２ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点2 点３から １５２ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点3 基点第３号と基点第４号を結んだ線の中点
点4 基点第２号と基点第４号を結んだ線上 基点第２号から４，５００メートルの点

第一種共同漁業

おごのり漁業
ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
あさり漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

厚岸町

　漁業権行使規則には、つぶ漁業の漁業の方法について次の制限
を規定しなければならない。
　ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキ
ガニ、アブラガニ及びタコが採捕された場合には、速やかに海中
に戻さなければならない。

釧海共第
４号

昆布森漁業協同組合 釧路郡釧路町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 厚岸町と釧路町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 釧路町と釧路市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 尻羽岬東端
基点第4号 大黒島南端
点1 基点第１号と基点第４号を結んだ線上 基点第１号から４，５００メートルの点
点2 基点第３号と基点第４号を結んだ線の中点
点3 点２から １５２ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点4 基点第２号から １７２ 度 ３０分 ２，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

釧路町

　漁業権行使規則には、つぶ漁業の漁業の方法について次の制限
を規定しなければならない。
　ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキ
ガニ、アブラガニ及びタコが採捕された場合には、速やかに海中
に戻さなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

釧海共第
５号

釧路市漁業協同組合、
釧路市東部漁業協同
組合

釧路市地先 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
ほっかいえび漁業

１月１日から12月31日まで 令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 釧路市（阿寒町及び音別町を除
く）

　漁業権行使規則には、つぶ漁業の漁業の方法について次の制限
を規定しなければならない。
　ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキ
ガニ、アブラガニ及びタコが採捕された場合には、速やかに海中
に戻さなければならない。

釧海共第
６号

白糠漁業協同組合
白糠郡白糠町及び釧路
市音別町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 Ｘ＝－１１１４５１．３７８５ Ｙ＝－２１７６．９５７５ （座標系１３系）
基点第2号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １６２ 度 ００分 ２，０００メートルの点
点2 基点第２号から １３８ 度 ５０分 ２，０００メートルの点

第一種共同漁業

こんぶ漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

白糠町及び釧路市音別町

　漁業権行使規則には、つぶ漁業の漁業の方法について次の制限
を規定しなければならない。
　ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハナサキ
ガニ、アブラガニ及びタコが採捕された場合には、速やかに海中
に戻さなければならない。

釧海共第
７号

浜中漁業協同組合 厚岸郡浜中町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 根室市と浜中町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１０５８３８．８９４ Ｙ＝６７６７９．９７４ （座標系１３系）
基点第3号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７９ 度 ２６分 １００メートルの点
点2 点１から １８１ 度 ４０分 ７，０００メートルの点
点3 点２と点４を結んだ線と基点第２号から１４７度００分の線との交点
点4 基点第３号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
かじか・わらずか刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・こまい刺し網漁業
ちか・こまい・はたはた小型定置網漁業
ます小型定置網漁業
こまい・ちか氷下待網漁業
（第三種共同漁業）
きゅうりうお・こまい・ちか地びき網

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
６月１日から８月10日まで
12月１日から翌年４月30日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜中町（散布を除く）

（１）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法につい
　て次の制限を規定しなければならない。ただし、ます小型定置
　網漁業についてはカラフトマスを除く。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業ごとに行使の
　数及び隻数又は統数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度
　を規定しなければならない。

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域から、基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１
５、点１６、点１７、点１８及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区
域、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２  ５、点２６、点２７、点２８及び点１９の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域、並びに点２９、点３０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、
点３９、点４０、点４１、点４ ２、点４３、点４４、点４５、点４６及び点２９の各点を順次に結んだ線によって囲ま
れた区域を除いた区域
基点第1号 釧路町と釧路市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１１１４５１．３７８５ Ｙ＝－２１７６．９５７５ （座標系１３系）
基点第3号 点３から ２３度０６分 ３５メートルの点（釧路港東港区西防波堤南東端）
基点第4号 点18から ０度０１分 ６２メートルの点
基点第5号 釧路港西港区南防波堤東端
（北緯  ４２度５９分２１．１２秒 東経 １４４度２０分２９．５７秒）
点1 基点第１号から １７２ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点2 基点第２号から １６２ 度 ００分 ２，０００メートルの点
点3 基点第５号から ９５ 度 １３分 １，４３５メートルの点
点4 点３から ３００ 度 ２２分 ８９メートルの点
点5 点４から ３３２ 度 ４０分 ５４８メートルの点
点6 点５から ３４１ 度 ５９分 ２１メートルの点
点7 点６から ２２７ 度 ３０分 １，１４０．９０メートルの点
点8 点７から ２７０ 度 ００分 ２，５８０メートルの点
点9 基点第５号から ２６８ 度 ０９分 ２，３３９メートルの点
点10 点９から ２４４ 度 １２分 １４１メートルの点
点11 点10から ３３４ 度 ４１分 ６８メートルの点
点12 点11から ２４４ 度 ４１分 １，９０３メートルの点
点13 点12から ２８１ 度 ０６分 ６４０メートルの点
点14 点13から ６４ 度 ４１分 １，３８０メートルの点
点15 点14から ０ 度 ０１分 ４８メートルの点
点16 点15から ２７０ 度 ０１分 ５４メートルの点
点17 点16から ０度 １７分 １，８２４メートルの点
点18 点17から ９０度 ００分 ２３メートルの点
点19 基点第５号から １５２度 １０分 １，３０７メートルの点
点20 点19から １１４度 ４１分 ６９メートルの点
点21 点20から ２０４度 ４１分 １８メートルの点
点22 点21から １１４度 ４１分 ２７３メートルの点
点23 点22から １４４度 ４１分 １７６メートルの点
点24 点23から ５４度 ４１分 ２４メートルの点
点25 点24から １４４度 ４１分 ７８メートルの点
点26 点25から ２３４度 ４１分 ９５メートルの点
点27 点26から ３２５度 ０８分 ２３３メートルの点
点28 点27から ２９５度 ０２分 ３２６メートルの点
点29 基点第５号から ２４６度 １０分 ２，１０９メートルの点
点30 点29から １２６度 ５３分 ９７メートルの点
点31 点30から ２１６度 ５３分 ４４メートルの点
点32 点31から ２２２度 １３分 ５４メートルの点
点33 点32から ２３２度 ５２分 ５４メートルの点
点34 点33から ２４３度 ２９分 ５４メートルの点
点35 点34から ２５４度 ０５分 ５４メートルの点
点36 点35から ２６４度 ４２分 ５４メートルの点
点37 点36から ２７０度 ００分 ２，３１３メートルの点
点38 点37から ０度 ０１分 ９９メートルの点
点39 点38から ９０度 ０１分 ８３メートルの点
点40 点39から １８０度 ００分 ２７メートルの点
点41 点40から ９０度 ００分 ２，２３０メートルの点
点42 点41から ８４度 ３８分 ４１メートルの点
点43 点42から ７４度 ０５分 ４１メートルの点
点44 点43から ６３度 ２９分 ４１メートルの点
点45 点44から ５２度 ５２分 ４１メートルの点
点46 点45から ３１７度 ３３分 ２５メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

釧海共第
８号

散布漁業協同組合 厚岸郡浜中町地先

次の基点第２号、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 根室市と浜中町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１０５８３８．８９４ Ｙ＝６７６７９．９７４ （座標系１３系）
基点第3号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７９ 度 ２６分 １００メートルの点
点2 点１から １８１ 度 ４０分 ７，０００メートルの点
点3 点２と点４を結んだ線と基点第２号から１４７度００分の線との交点
点4 基点第３号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業

かじか・わらずか刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・こまい刺し網漁業
ちか・こまい・はたはた小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜中町散布

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

釧海共第
９号

厚岸漁業協同組合 厚岸郡厚岸町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 厚岸町と釧路町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 尻羽岬東端
基点第4号 大黒島南端
点1 基点第１号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点2 点３から １５２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点3 基点第３号と基点第４号を結んだ線の中点
点4 基点第２号と基点第４号を結んだ線上 基点第２号から４，５００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
わらずか刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・こまい小型定置網漁業
しらうお小型定置網漁業
にしん小型定置網漁業
ます小型定置網漁業
こまい・ちか氷下待網漁業
しらうお張待網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
６月１日から８月10日まで
12月１日から翌年４月30日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

厚岸町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。ただし、ます小型定置網漁業については
　カラフトマスを除く。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

釧海共第
10号

昆布森漁業協同組合 釧路郡釧路町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 厚岸町と釧路町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 釧路町と釧路市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 尻羽岬東端
基点第4号 大黒島南端
点1 基点第１号と基点第４号を結んだ線上 基点第１号から４，５００メートルの点
点2 基点第３号と基点第４号を結んだ線の中点
点3 点２から １５２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点4 基点第２号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
しらうお小型定置網漁業
ちか・こまい・にしん小型定置網漁業
ます小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
６月１日から８月10日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

釧路町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。ただし、ます小型定置網漁業については
　カラフトマスを除く。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

釧海共第
11号

釧路市漁業協同組合、
釧路市東部漁業協同
組合

釧路市地先 第二種共同漁業 かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・こまい小型定置網漁業
ます小型定置網漁業
かれい・こまい・はたはた底建網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
６月１日から８月10日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 釧路市（阿寒町及び音別町を除
く）

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。ただし、ます小型定置網漁業については
　カラフトマスを除く。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは35メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは35メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならな
　い。
エ　身網の高さ（網立）は、５メートル以下でなければならない。

釧海共第
12号

白糠漁業協同組合
白糠郡白糠町及び釧路
市音別町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 Ｘ＝－１１１４５１．３７８５ Ｙ＝－２１７６．９５７５ （座標系１３系）
基点第2号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １６２ 度 ００分 ４，０００メートルの点
点2 基点第２号から １３８ 度 ５０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・こまい小型定置網漁業
ます小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
６月１日から８月10日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

白糠町及び釧路市音別町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。ただし、ます小型定置網漁業については
　カラフトマスを除く。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

釧海共第
13号

浜中漁業協同組合 厚岸郡郡浜中町地先

次の点２、点３、点４、点７及び点２の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 根室市と浜中町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１０５，８３８．８９４ Ｙ＝６７，６７９．９７４ （座標系１３系）
基点第3号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７９ 度 ２６分 １００メートルの点
点2 点１から １８１ 度 ４０分 ７，０００メートルの点
点3 点２から １６２ 度 ３０分 ９，０００メートルの点
点4 点３と点５を結んだ線と基点第２号から１４７度００分の線との交点
点5 基点第３号から １７２ 度 ３０分 ７，５００メートルの点
点6 基点第３号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点7 点２と点６を結んだ線と基点第２号から１４７度００分の線との交点

第二種共同漁業

かじか・わらずか刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・こまい刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜中町（散布を除く）

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域から、基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１
５、点１６、点１７、点１８及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区
域、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８及び点１９の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域、並びに点２ ９、点３０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３
８、点３９、点４０、点４１、点４  ２、点４３、点４４、点４５、点４６及び点２９の各点を順次に結んだ線によって囲
まれた区域を除いた区域
基点第1号 釧路町と釧路市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１１１４５１．３７８５ Ｙ＝－２１７６．９５７５ （座標系１３系）
基点第3号 点３から ２３度０６分 ３５メートルの点（釧路港東港区西防波堤南東端）
基点第4号 点18から ０度０１分 ６２メートルの点
基点第5号 釧路港西港区南防波堤東端
（北緯  ４２度５９分２１．１２秒 東経 １４４度２０分２９．５７秒）
点1 基点第１号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点2 基点第２号から １６２ 度 ００分 ４，０００メートルの点
点3 基点第５号から ９５ 度 １３分 １，４３５メートルの点
点4 点３から ３００ 度 ２２分 ８９メートルの点
点5 点４から ３３２ 度 ４０分 ５４８メートルの点
点6 点５から ３４１ 度 ５９分 ２１メートルの点
点7 点６から ２２７ 度 ３０分 １，１４０．９０メートルの点
点8 点７から ２７０ 度 ００分 ２，５８０メートルの点
点9 基点第５号から ２６８ 度 ０９分 ２，３３９メートルの点
点10 点９から ２４４ 度 １２分 １４１メートルの点
点11 点10から ３３４ 度 ４１分 ６８メートルの点
点12 点11から ２４４ 度 ４１分 １，９０３メートルの点
点13 点12から ２８１ 度 ０６分 ６４０メートルの点
点14 点13から ６４ 度 ４１分 １，３８０メートルの点
点15 点14から ０ 度 ０１分 ４８メートルの点
点16 点15から ２７０ 度 ０１分 ５４メートルの点
点17 点16から ０ 度 １７分 １，８２４メートルの点
点18 点17から ９０度 ００分 ２３メートルの点
点19 基点第５号から １５２度 １０分 １，３０７メートルの点
点20 点19から １１４度 ４１分 ６９メートルの点
点21 点20から ２０４度 ４１分 １８メートルの点
点22 点21から １１４度 ４１分 ２７３メートルの点
点23 点22から １４４度 ４１分 １７６メートルの点
点24 点23から ５４度 ４１分 ２４メートルの点
点25 点24から １４４度 ４１分 ７８メートルの点
点26 点25から ２３４度 ４１分 ９５メートルの点
点27 点26から ３２５度 ０８分 ２３３メートルの点
点28 点27から ２９５度 ０２分 ３２６メートルの点
点29 基点第５号から ２４６度 １０分 ２，１０９メートルの点
点30 点29から １２６度 ５３分 ９７メートルの点
点31 点30から ２１６度 ５３分 ４４メートルの点
点32 点31から ２２２度 １３分 ５４メートルの点
点33 点32から ２３２度 ５２分 ５４メートルの点
点34 点33から ２４３度 ２９分 ５４メートルの点
点35 点34から ２５４度 ０５分 ５４メートルの点
点36 点35から ２６４度 ４２分 ５４メートルの点
点37 点36から ２７０度 ００分 ２，３１３メートルの点
点38 点37から ０度 ０１分 ９９メートルの点
点39 点38から ９０度 ０１分 ８３メートルの点
点40 点39から １８０度 ００分 ２７メートルの点
点41 点40から ９０度 ００分 ２，２３０メートルの点
点42 点41から ８４度 ３８分 ４１メートルの点
点43 点42から ７４度 ０５分 ４１メートルの点
点44 点43から ６３度 ２９分 ４１メートルの点
点45 点44から ５２度 ５２分 ４１メートルの点
点46 点45から ３１７度 ３３分 ２５メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

釧海共第
14号

散布漁業協同組合 厚岸郡郡浜中町地先

次の点４、点５、点６、点７及び点４の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 根室市と浜中町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１０５，８３８．８９４ Ｙ＝６７，６７９．９７４ （座標系１３系）
基点第3号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７９ 度 ２６分 １００メートルの点
点2 点１から １８１ 度 ４０分 ７，０００メートルの点
点3 点２から １６２ 度 ３０分 ９，０００メートルの点
点4 点３と点５を結んだ線と基点第２号から１４７度００分の線との交点
点5 基点第３号から １７２ 度 ３０分 ７，５００メートルの点
点6 基点第３号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点7 点２と点６を結んだ線と基点第２号から１４７度００分の線との交点

第二種共同漁業

かじか・わらずか刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・こまい刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜中町散布

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

釧海共第
15号

厚岸漁業協同組合 厚岸郡厚岸町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 尻羽岬東端
基点第3号 大黒島南端
点1 基点第１号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点2 基点第１号から １７２ 度 ３０分 ７，５００メートルの点
点3 点４から １６０ 度 ００分 ３，５００メートルの点
点4 点５から １５２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点5 基点第２号と基点第３号を結んだ線の中点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
わらずか刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

厚岸町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

釧海共第
16号

昆布森漁業協同組合 釧路郡釧路町地先

次の点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点２の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 尻羽岬東端
基点第2号 大黒島南端
基点第3号 昆布森灯台中心点
（北緯  ４２度５６分５５．２４秒 東経 １４４度３１分１５．７４秒）
基点第4号 釧路町と釧路市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号と基点第２号を結んだ線の中点
点2 点１から １５２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点3 点２から １６０ 度 ００分 ３，５００メートルの点
点4 基点第１号から １８０ 度 ００分 ９，０００メートルの点
点5 基点第３号から １８０ 度 ００分 １０，０００メートルの点
点6 基点第３号から １８０ 度 ００分 １３，５００メートルの点
点7 基点第４号から １７２ 度 ３０分 １２，５００メートルの点
点8 基点第４号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

釧路町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。

釧海共第
17号

釧路市漁業協同組合、
釧路市東部漁業協同
組合

釧路市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 釧路町と釧路市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 Ｘ＝－１１１４５１．３７８５ Ｙ＝－２１７６．９５７５ （座標系１３系）
点1 基点第１号から １７２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点2 基点第１号から １７２ 度 ３０分 １２，５００メートルの点
点3 基点第２号から １６２ 度 ００分 １９，０００メートルの点
点4 基点第２号から １６２ 度 ００分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
かれい・こまい・はたはた底建網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

釧路市（阿寒町及び音別町を除
く）

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　身網の大きさは35メートル以下でなければならない。
イ　垣網の長さは35メートル以下でなければならない。
ウ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならな
　い。
エ　身網の高さ（網立）は、５メートル以下でなければならない。

釧海共第
18号

白糠漁業協同組合
白糠郡白糠町及び釧路
市音別町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 Ｘ＝－１１１４５１．３７８５ Ｙ＝－２１７６．９５７５ （座標系１３系）
基点第2号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １６２ 度 ００分 ４，０００メートルの点
点2 基点第１号から １６２ 度 ００分 １９，０００メートルの点
点3 基点第１号から １９５ 度 ３０分 １８，５００メートルの点
点4 基点第２号から １３８ 度 ５０分 １５，５００メートルの点
点5 基点第２号から １３８ 度 ５０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか・ししゃも刺し網漁業
こまい・はたはた刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

白糠町及び釧路市音別町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統
　数並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければ
　ならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

釧海共第
19号

釧路市漁業協同組合、
白糠漁業協同組合、釧
路市東部漁業協同組
合、昆布森漁業協同組
合、厚岸漁業協同組
合、散布漁業協同組
合、浜中漁業協同組合

厚岸郡浜中町及び厚岸
町、釧路郡釧路町、釧
路市並びに白糠郡白糠
町地先

次の点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１６、点１７及び点３の各点を順
次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 根室市と浜中町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 浜中町と厚岸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 尻羽岬東端
基点第4号 大黒島南端
基点第5号 昆布森灯台中心点
（北緯  ４２度５６分５５．２４秒 東経 １４４度３１分１５．７４秒）
基点第6号 釧路町と釧路市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第7号 Ｘ＝－１１１４５１．３７８５ Ｙ＝－２１７６．９５７５ （座標系１３系）
基点第8号 釧路市と浦幌町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７９ 度 ２６分 １００メートルの点
点2 点１から １８１ 度 ４０分 ７，０００メートルの点
点3 点２から １６２ 度 ３０分 ９，０００メートルの点
点4 点２から １６２ 度 ３０分 ３２，０００メートルの点
点5 基点第３号から １５７ 度 ３０分 ３０，０００メートルの点
点6 基点第８号から １３８ 度 ５０分 ３０，０００メートルの点
点7 基点第８号から １３８ 度 ５０分 １５，５００メートルの点
点8 基点第７号から １９５ 度 ３０分 １８，５００メートルの点
点9 基点第７号から １６２ 度 ００分 １９，０００メートルの点
点10 基点第６号から １７２ 度 ３０分 １２，５００メートルの点
点11 基点第５号から １８０ 度 ００分 １３，５００メートルの点
点12 基点第５号から １８０ 度 ００分 １０，０００メートルの点
点13 基点第３号から １８０ 度 ００分 ９，０００メートルの点
点14 基点第３号と基点第４号を結んだ線の中点
点15 点14から １５２ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点16 点15から １６０ 度 ００分 ３，５００メートルの点
点17 基点第２号から １７２ 度 ３０分 ７，５００メートルの点

第二種共同漁業 にしん刺し網漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浜中町、厚岸町、釧路町、釧路市
（阿寒町を除く）及び白糠町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定
　しなければならない。
　　シロサケ、カラフトマス、ケガニ、タラバガニ、ズワイガニ、
　ベニズワイガニ、ハナサキガニ及びアブラガニが採捕された場
　合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、行使の数及び隻数又は統数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。


